
業 庫 第 ５ ８ 号 （ 例 ） 

２０２５年１２月２３日 

 

歳入（復）代理店引受金融機関本部  

歳 入 （ 復 ） 代 理 店  

 

日 本 銀 行 業 務 局 

 

「日本銀行歳入代理店等事務取扱手続」の一部改正に関する件 

 

「歳入徴収官事務規程の一部を改正する省令」（令和７年財務省令第６７号）

および「歳入徴収官事務規程別紙第四号及び第四号の十一書式の特例について」

（令和７年財計第４３４７号）の施行により、現在複写式が採用されている歳

入金（年金の過誤払による返還金等）にかかる納付書類の一部（注）について、

単票式の納付書類の使用が開始されることに伴い、標題規程（２０１８年３月

１９日付業庫第３３号別紙１）の一部を別紙のとおり改正し、２０２６年１月

５日から実施することとしましたので、通知します。 

（注） 年金の過誤払による返還金等にかかる納付書類のうち、官庁側が金額等

を機械印字して作成するものが、今回の改正の対象となります。年金の過誤

払による返還金等にかかる納付書類であっても、納付者が金額等を手書き

して作成するものについては、引き続き複写式の納付書類が使用されます。 

なお、本改正の実施日以後も当分の間は、改正前の書式による納付書類により

納付があった場合でも、そのまま受入れて頂いて差し支えありません。 

 

 

以  上 

  

御 中 



別紙 

 

「日本銀行歳入代理店等事務取扱手続」中一部改正 

 

 

○ 付録Ⅱ 目次（受入れできる主な書類）１．を次のとおり改める（全面改正）。 

  



１．通常分 

書類名称 
参考書式 

番 号 
使  用  区  分 ページ 

歳 
 

入 
 

金 
 

用 

納入告知書 １ 歳入徴収官、分任歳入徴収官が納付者あてに
発行するもの。 

 

納 付 書（注） ２ 

(1)～(14) 

① 納付者が官庁からの通知によらず、自ら作
成するもの。 

② 歳入徴収官、分任歳入徴収官が再製発行
するもの（紛失した納入告知書の再製分）。 

 

納入告知書・納付
書 

２ 

(15)、(16) 

場合により納入告知書または納付書として使
い分けられるもの。 

 

現金払込書 ３ 収入官吏が納付者から受入れた歳入金を納付
するため、自ら作成するもの。 

 

送 付 書 ４ 

(1)～(4) 

① 市町村が納付者から受入れた歳入金を納
付するため、自ら作成するもの。 

② 日本年金機構が納付者から受入れた歳入
金を納付するため、自ら作成するもの。 

 

国
税
収
納
金
整
理
資
金
用 

納税告知書 ５ 

(1)～(4) 

国税収納命令官、分任国税収納命令官が納付
者あてに発行するもの。 

 

納 付 書 ６ 

(1)～(6) 

① 納付者が税務署からの通知によらず、自ら
作成するもの。 

② 国税収納命令官、分任国税収納命令官が
再製発行するもの（紛失した納税告知書の
再製分）。 

 

納入告知書 ７ 国税収納命令官、分任国税収納命令官が滞納
処分費請求のため、納付者あてに発行するも
の。 

 

国税収納金整理資
金現金払込書 

８ 国税収納官吏が納付者から受入れた国税収納
金整理資金を納付するため、自ら作成するも
の。 

 

官
庁
Ｏ
Ｃ
Ｒ
分 

納 付 書 ９ 

(1)～(4) 

次のもののうち、官庁においてＯＣＲ処理する
場合に作成されるもの。 

① 納付者が官庁または税務署からの通知に
よらず、自ら作成するもの。 

② 歳入徴収官、分任歳入徴収官、国税収納
命令官または分任国税収納命令官が再製発
行するもの（紛失した納入告知書または納
税告知書の再製分）。 

③ 歳入徴収官、分任歳入徴収官が納付者あ
てに発行するもの。 

 

納入告知書 

・納付書 

９ 

(5)、(6) 

（注）納入告知書（参考書式第１号）と、名称以外の記載内容が同じ納付書については、掲載

を省略している。 

  



○ 付録Ⅱ 参考書式第２号(14)の次に次の参考書式第２号(15)および同第２

号(16)を加える。 

  



領 収 済 通 知 （ 報 告 ） 書

  納付の際は切り離さずに、３枚とも納付場所に提出してください。

領 収 控 告

国 庫 金

日本銀行本店、支店、

代理店又は歳入代理店

 ・ 領収証書延滞金を支払わなければならない場合において、領収しました金額が
元本及び支払われるべき延滞金の合計額に不足するときは、領収しま
した金額を、延滞金、元本（元本、延滞金）の順に充当します。

　 右のとおり納付してください。なお、納付期限内に完納されなかったときは、右の延滞金の

計算方法により延滞金額を計算して、その額及び合計額を該当欄に記入して納付してください。

納入告知書 納付書（注意）

国 庫 金

日本銀行本店、支店、

代理店又は歳入代理店

国 庫 金

日本銀行本店、支店、

代理店又は歳入代理店

  

参考書式第２号(15) （令和７年財計第４３４７号別紙別添➁） 

第

一 

片 

第

二 

片 

第

三 

片 



領 収 済 通 知 （ 報 告 ） 書

領 収 控 告

国 庫 金

日本銀行本店、支店、

代理店又は歳入代理店

 ・ 領収証書延滞金を支払わなければならない場合において、領収しました金額が
元本及び支払われるべき延滞金の合計額に不足するときは、領収しま
した金額を、延滞金、元本（元本、延滞金）の順に充当します。

　 右のとおり納付してください。なお、納付期限内に完納されなかったときは、右の延滞金の

計算方法により延滞金額を計算して、その額及び合計額を該当欄に記入して納付してください。

納入告知書 納付書（注意）

国 庫 金

日本銀行本店、支店、

代理店又は歳入代理店

国 庫 金

日本銀行本店、支店、

代理店又は歳入代理店

  納付の際は切り離さずに、３枚とも納付場所に提出してください。

  

参考書式第２号(16) （令和７年財計第４３４７号別紙別添➂） 

 
第

一 

片 

第

二 

片 

第

三 

片 



○ 付録Ⅱ 参考書式第９号(5)および同第９号(6)を次のとおり改める（全面改

正）。 

  



01

領 収 済 通 知 書 国庫金

(この通知書は、機械処理されますので、汚したり、折りまげたりしないで下さい｡)

納
付
の
際
は
切
り
離
さ
ず
に
納
付
場
所
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

書
、
領
収
控
、
納
入
告
知
書(

納
付
書)

・
領
収
証
書
の
順
に
綴
っ
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
通
知
は
、
納
入
告
知
書(

納
付
書)

で
す
が
、
機
械
処
理
の
関
係
で
領
収
済
通
知

あて先

分任歳入徴収官
所 属 庁
所 在 地

領 収 控 国庫金告

納入告知書 国庫金納付書 ・ 領収証書

02 03 04 05 06

  

第

一 

片 

第

二 

片 

第

三 

片 

参考書式第９号(5) （歳入徴収官事務規程別紙第４号の７の２書式） 

 



領 収 済 通 知 書 国庫金  　 　 　 

(この通知書は、機械処理されますので、汚したり、折りまげたりしないで下さい｡)

納
付
の
際
は
切
り
離
さ
ず
に
納
付
場
所
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

書
、
領
収
控
、
納
入
告
知
書(

納
付
書)

・
領
収
証
書
の
順
に
綴
っ
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
通
知
は
、
納
入
告
知
書(

納
付
書)

で
す
が
、
機
械
処
理
の
関
係
で
領
収
済
通
知

あて先

歳入徴収官
所 属 庁
所 在 地

 　 　 　 

領 収 控 国庫金告

納入告知書 国庫金納付書 ・ 領収証書

 　 　 　 

 　 　 　 

 　 　 　 

 　 　 　 

01 02 03 04 05 06

 

参考書式第９号(6) （令和７年財計第４３４７号別紙別添➀） 

 
第

一 

片 

第

二 

片 

第

三 

片 

※用紙の下辺は、赤色で着色されている。 


